
平成３１年度 

県の予算編成に対する要望書

川  崎  市





川崎市政の推進につきましては、日頃から格別の御高配をいただき

厚く御礼申し上げます。

大正１３年に人口５万人で誕生した川崎市は、平成２９年４月に人

口が１５０万人を超え、現在も伸び続けているとともに、生産年齢

人口の割合が約７０％を占める若い世代が支える都市です。

また、市内へ研究開発機関が次々に立地し、その数が約４００に及

ぶなど、近年、川崎の「成長力」が高まってきております。

こうした川崎をさらに、一歩先へ、もっと先へ進めるため、本年度

から「川崎市総合計画」の第２期実施計画期間となり、「安心のふる

さとづくり」と「力強い産業都市づくり」を基本とした「成長と成

熟の調和による持続可能な最幸（さいこう）のまち かわさき」の

実現をめざした取組を一層推進しているところです。

今後、少子高齢化と人口減少が急速に進んでいく中、自治体の歳入

が大幅に増加することが見込めない一方で、多様化・増大化してい

く市民ニーズにきめ細かく対応するためには、地域経営の視点を持

って効果的かつ効率的なサービスの提供に努めていくことが必要で

す。

県におかれましても、大変厳しい財政状況にあることは承知いたし

ておりますが、事業の実施に支障を生じさせないためには、県・市

それぞれの責務を踏まえた取組が是非とも必要でございます。ここ

に掲げました要望事項は、それらを厳選したものですので、趣旨を

御理解の上、平成３１年度の県予算編成にあたりまして、特段の御

配慮をされますようお願い申し上げます。 

平成３０年１０月

川崎市長 
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県単独補助事業における補助基準の

格差是正等について

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 県単独補助事業の中に、指定都市とその他の市町村との間で補助率等の取扱いにつ

いて、格差が設けられているものがあることは、大変憂慮すべきことです。川崎市民

が他の市町村の県民と同様の県税負担をしている実態を考慮すると、県内での租税負

担の公平性が損なわれております。 

○ 指定都市は、道府県の広域行政としての役割の一部を担う一方で十分な財政措置は

なされていません。 

○ 平成２８年３月に策定された県の「中期財政見通し」によると、既存施策・事業の

見直しによる「スクラップ・アンド・ビルド」方式を更に徹底することとされており

ます。 

仮に県単独補助金が一時凍結又は廃止された場合、本市の財政は圧迫され、事業の

執行に多大な影響を受けるとともに、ひいては市民サービスの低下を招くこととなり

ます。 

１ 補助率等の取扱いに格差があるものについては、県税負担の実態を踏まえ、事業

の重要性や事業開始の経緯を勘案の上、補助率を復元するなど、早急に格差是正に

取り組むこと。 

２ 県単独補助金の見直しに際しては、県内市町村との十分な協議を行うこと。 
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【県単独補助事業における補助率の格差】 

名   称 格差の内容 当初補助率

ひとり親家庭等医療費

助成事業費補助金

【 補 助 率 】

指 定 都 市  １／３

一 般 市  １／２

【 補 助 率 】

指 定 都 市  １／２

一 般 市  １／２

小児医療費助成事業補

助金

【 補 助 率 】

指 定 都 市  １／４

一 般 市  １／３

【 補 助 率 】

指 定 都 市  １／２

一 般 市  １／２

重度障害者医療費給付

補助事業補助金

【 補 助 率 】

指 定 都 市  １／３

一 般 市  １／２

【 補 助 率 】

指 定 都 市  １００％

一 般 市  １００％

外国籍県民高齢者・障

害者等福祉給付金助成

事業補助金

【 補 助 率 】

指 定 都 市  対象外

一 般 市  １／２

【 補 助 率 】

指 定 都 市  対象外

一 般 市  １／２

【本市の主な県単独補助金】 
（単位：億円） 

補助金名称 Ｈ29 

当初予算

Ｈ29 

決算

ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 1.5 1.5 

小児医療費助成事業補助金 6.3 5.9 

重度障害者医療費給付補助事業補助金 5.8 6.0 

神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金 0.5 0.2 

※国の基金事業によるものや１千万円未満のものを除く。 

この要望文の担当課／財政局財政部資金課 TEL 044-200-2183 
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川崎市内における県有施設等の活用等について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 県の緊急財政対策の取組により、県有施設の見直しのロードマップが示された後、

行政改革推進本部に引き継がれ、今後も不断の取組を重ねることとされておりますが、

見直しの検討にあたっては、事前に市との協議を行い、地域の実情を踏まえた検討を

進める必要があります。

また、緊急財政対策の対象となっていない県有施設や土地についても、利用形態に

変更が生じる場合においては、同様の対応が必要と考えます。

○ 高齢化の進展や児童数の増加に伴い、特別養護老人ホームや保育所、障害者通所施

設等の社会的需要は高まっており、住民への福祉サービス充実のため、引き続き施設

整備が求められております。しかし、市域面積が狭く人口密度が高い本市においては、

一定の敷地面積を備えた用地の確保が困難となっているため、県有地貸付制度におけ

る貸付料の減額や、売却時の優先的譲渡及び譲渡額の減額などにより、県有地を社会

福祉施設等の整備に活用することが求められております。

なお、国有地については、介護施設において貸付料減額の優遇措置がされており、

九都県市首脳会議においては、保育所や障害者通所施設等の施設整備についても、同

様の優遇措置を適用するよう、県・本市を含む九都県市連名で国に対して要望してお

ります。

１ 県有施設や土地の利用形態に変更が生じる場合は、地域の実情や意見を十分に踏

まえた対応を行うとともに、特別養護老人ホームや保育所などの社会福祉施設等の

整備を促進するため、県有地の貸付や売却の際の要件緩和及び減額をすること。 

２ 右の表の施設については、現状、背景等を踏まえ、配慮すること。 
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 施設の名称等 現状、背景等を踏まえた要望 

県

有

地

貸

付

制

度

利

用

１ 境町フェニックス

 （特別養護老人ホーム） 

境町パイナップル保育園

※旧川崎職業技術校京浜分校跡地 

２ らいらっく幸保育園 

※旧幸警察署塚越公舎跡地 

左記施設については、県有地貸付制度を利用し、事業

用定期借地権設定契約を締結しているが、当該施設や、

今後県有地貸付制度を利用した場合の貸付料の減額に

ついて、特段の配慮をお願いしたい。 

跡

地

利

用

かわさき健康づくりセンター 

（旧サンライフ川崎跡地） 

 所 在 地 川崎区渡田新町 

3-1-1 外 

 敷地面積 5,227.0 ㎡ 

敷地については、覚書に基づき、無償貸付を継続して

いただきたい。 

■ 施設の現状、背景等を踏まえた要望 

この要望文の担当課／総務企画局総務部庶務課 TEL 044-200-2048 

-4-



神奈川県地域防犯力強化支援事業補助金について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 防犯カメラ設置補助については、平成２７年度までは神奈川県の単独事業として

実施されていましたが、地域防犯力向上のため、事業を拡大し、平成２８年度から

県・市協調による補助制度が創設されました。 

○ 当該補助制度に対する地域からの要請は大きく、地域の補助申請数に整備が追い

付いていない状況にあります（平成２８年度：申請１８５台 補助交付２６台、 

平成２９年度：申請２２０台 補助交付６０台）。 

○ 当該補助制度については、平成３０年度中に当初の設置目標（県内８００台）に

到達する見込みではありますが、地域防犯力の向上に大きく資する制度でもあるた

め、制度の継続を求めます。 

■ 要望額 

○ 平成３１年度事業費 １７，４９６千円（県費９，７２０千円） 

■ 効果等 

○ 防犯カメラの設置は、犯罪容疑者の逮捕への貢献はもとより、犯罪の抑止力とし

て、地域防犯力の向上に繋がるものと期待されます。 

本補助金のうち、地域防犯カメラ設置事業に係る補助金については、地域からの

要請も多く、県の地域防犯力の向上に資するものであることから、引き続き、必要

な財政措置を講ずること。 
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■ 現行の補助制度 

○ 補助上限額 １台あたり３２４，０００円 

※神奈川県の基礎額３６０，０００円に補助率９／１０を乗じた額 

○ 補助率９／１０の内訳 

・神奈川県５／１０（１８０，０００円） 

・川 崎 市４／１０（１４４，０００円） 

■ 申請状況に対する充足率 

 申請台数 補助交付台数 充足率 

平成２８年度 １８５台 ２６台 １４％ 

平成２９年度 ２２０台 ６０台 ２７％ 

経費の１０分の５ 

上限１台１８万円 

川崎市補助

町内会等負担額 
経費の１０分の４ 

上限１台１４万４千円 

神奈川県補助

この要望文の担当課／市民文化局地域安全推進課 TEL 044-200-2284 
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新型インフルエンザ等対策に係る医療資器材等の 

整備支援について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 国は新型インフルエンザ等発生時の医療体制整備のため、保健衛生施設等施設・

設備整備費補助金において、都道府県を交付対象とする補助制度を設けています。 

○ 神奈川県においては、当該補助制度を活用して、市内の帰国者・接触者外来設置

協力医療機関へ、平成２６年度から平成３０年度の間に９医療機関に対して人工呼

吸器１２台、簡易陰圧装置２台の配備を決定しております。 

○ 本市においては、現在、帰国者・接触者外来設置協力医療機関は１１施設あるこ

とから、当該補助制度を活用し新型インフルエンザ等患者の外来・入院治療に必要

な医療資器材の整備に対する必要な支援を、引き続き実施するよう要望します。 

○ また、重症患者を入院させ診療する医療機関に対しても、新たに当該補助制度を活

用し医療機関が必要とする医療資器材の整備を支援されるよう要望します。 

■ 効果等 

県からの医療資器材の整備支援により、市内の医療機関において、新型インフルエ

ンザ等の患者の初期診療から入院までの医療体制が強化され、まん延に伴う市民の 

健康被害の低減化を図ることができます。

１ 帰国者・接触者外来設置協力医療機関１１施設のうち、未整備の医療機関への補

助と、人工呼吸器等以外の医療資器材についても積極的な配備をすること。 

２ 今後は、補助対象を広げ、重症患者を入院させ対応することができる医療機関も

補助の対象とすること。 
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○新型インフルエンザ等関係国庫補助金概要（保健衛生施設等設備整備費補助金）

 補  助  内  容  補助率 補  助  先  実施状況  

１ 新型

インフル

エンザ入

院医療

機関 

○初度設備費  (基準額 ：１３３,０００円 ） 

○人工呼吸器（基準額：２,２２１,０００円 ） 

○個人防護具  （基準額 ：３,６００円 ） 

○簡易陰圧装置（基準額：４,３２０,０００円 ）

○簡易ベッド  （基準額 ：５１,４００円 ） 

１／２ 

間接補助  

（都道府県） 

※国から都道

府県に対する

補助事業であ

り、都道府県

が医療機関に

補助しなけれ

ば、医療機関

は国からの補

助を受けること

ができない。

整備継続中

２ 感染  

症外来

協力医

療機関  

○ＨＥＰＡフィルター付空気清浄機  

（基準額：９０５,０００円 ） 

○ＨＥＰＡフィルター付パーティション 

（基準額：２０５,０００円 ） 

○個人防護具  （基準額 ：３,６００円 ） 

未整備 

○平成２６年度からの補助執行状況 

帰国者・接触者外来設置協力医療機関１１施設のうち９施設へ補助。 

補助年度 内訳 

平成２６年度 人工呼吸器５台 

平成２７年度 人工呼吸器３台 

平成２８年度 人工呼吸器２台   簡易陰圧装置１台 

平成２９年度 人工呼吸器２台 

平成３０年度 簡易陰圧装置１台 

合計 人工呼吸器１２台  簡易陰圧装置２台 

この要望文の担当課／健康福祉局保健所感染症対策課 TEL 044-200-2446
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鉄道駅のバリアフリー化整備事業に対する

財政措置について

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ バリアフリー新法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」が、平成２

３年３月に改正され、１日あたりの利用者数が３千人以上のすべての駅舎について、

原則として平成３２年度までにエレベーター等の設置によるバリアフリー化整備を

図ることが求められています。

○ 国土交通省「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」の中間とりまとめに

おいて、引き続き、１日あたりの利用者数が１０万人以上の駅を優先してホームド

アの整備を進めていくこととし、さらに、当該駅のうち、整備条件を満たしている

駅については、内方線付き点状ブロックではなく、ホームドアを整備することが求

められています。

○ 本市では、障害者や高齢者をはじめとしたすべての市民が安心して快適に生活で

きる都市の実現を目指す「福祉のまちづくり」の一環として、鉄道事業者が行う鉄

道駅へのエレベーター等の垂直移動施設や可動式ホーム柵の整備に対して補助を行

っています。

○ 急速な少子高齢化の進展やバリアフリーに対する関心の高まり等の状況に対応す

るため、今後とも、「福祉のまちづくり」を推進してまいりますので、県におきまし

ても、引き続き財政措置をお願いします。

■ 効果等 

○ 鉄道駅のバリアフリー化により、「障害者や高齢者の利用を考慮した鉄道の環境

整備」という神奈川県の整備方針に寄与するとともに、すべての住民が安心で快適

な生活を享受できる「福祉のまちづくり」を推進することができます。 

バリアフリー新法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正に伴い、

鉄道事業者が行う鉄道駅のバリアフリー化整備事業（エレベーター、ホームドア及び

可動式ホーム柵）に対して必要な財政措置を講ずること。 
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（Ｈ３０.４時点）

新
百
合
ヶ
丘

（小田急）登戸
小田急線

京急大師線

＜凡 例＞

可動式ホーム柵設置済駅 （利用者10万人/日以上）
平成3１年度可動式ホーム柵設置補助予定駅
可動式ホーム柵未設置駅（利用者10万人/日以上）
平成３０年度バリアフリー化整備駅 （京急本線：京急川崎駅）
バリアフリー化未整備駅（利用者3,000人/日以上）
バリアフリー化対象外駅（利用者3,000人/日未満）

京王線

Ｊ
Ｒ
南
武
支
線

・
鶴
見
線

京急本線

稲田堤

溝の口 武蔵溝ノ口

新川崎

鷺沼

元住吉

柿
生

若
葉
台

は
る
ひ
野

小
島
新
田川

崎

京
急
川
崎

川
崎
新
町

武
蔵
白
石
大
川

浜川崎

扇町

京王稲田堤

(

東
急)

武
蔵
小
杉

新
丸
子

二子新地津田山

(ＪＲ)武蔵小杉

（ＪＲ）登戸

ＪＲ武蔵小杉
平成３３年度
可動式ホーム柵設置予定

ＪＲ川崎
平成３２年度
可動式ホーム柵製作・設置予定

Ｎ

京急川崎
平成３０～３１年度
可動式ホーム柵製作・設置予定

対象 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

京急川崎駅 

（京急本線 4面） 

可動式ホーム柵設置

県：補助率 1/12 

補助額 57,500 千円 

市：補助率 1/12 

補助額 57,500 千円

川崎駅 

（JR京浜東北線 2面）
鉄道事業者との協議 

可動式ホーム柵 

製作・設置 

武蔵小杉駅 

（JR南武線 2面） 
鉄道事業者との協議 

可動式ホーム柵 

製作 

可動式ホーム柵 

設置 

＜鉄道駅のバリアフリー整備状況（川崎市内）＞ 

＜民間鉄道事業者によるバリアフリー化整備事業の予定＞ 

この要望文の担当課／まちづくり局交通政策室 TEL 044-200-3549 
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住宅・建築物の総合的な耐震対策による 

安全・安心に暮らせるまちづくりの推進について    

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 大規模地震時に甚大な被害の発生が想定される本市では、既存建築物の耐震化の促

進が急務であり、これまでも耐震対策の制度拡充に努めてきました。 

○ 今後も、まち全体の総合的な耐震化に向けて、住宅・建築物の耐震性を向上させる

ために、継続的かつ十分な財政措置のほか、現在、補助対象用途としている住宅及び

大規模な学校や病院等以外の商業施設や事務所等についても補助対象とするなど、制

度の拡充が求められています。 

■ 費用 

○ 平成３１年度事業費      約２．６億円（県費 約０．５億円） 

 ・ 住宅耐震化事業       約１．１億円（県費 約０．３億円）  

 ・ 沿道建築物耐震化事業    約１．５億円（県費 約０．２億円） 

■ 効果等 

○ 住宅・建築物の耐震性向上による安全性の確保 

住宅・建築物の耐震化による総合的な耐震対策の充実強化を図るため、住宅及び沿道

建築物等の耐震対策への継続的かつ十分な財政措置等を講ずること。 
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建築物の耐震化の更なる促進を図るために、平成２７年度に改定を行った新た

な「川崎市耐震改修促進計画」に基づき、各種施策を推進してまいります。

■住宅・建築物の耐震化事業（民間建築物）

目標：住宅及び特定建築物の耐震化率を平成３２年度末までに９５％とする。 

（平成２９年度末の耐震化率 住宅：９２．８％ 特定建築物：９３．１％） 

主な取組 

・木造住宅耐震対策・民間マンション耐震対策

  ・耐震診断義務化沿道建築物耐震対策

沿道建築物の耐震診断を義務化する道路の指定路線図 

■木造住宅耐震診断士派遣制度 ： 平成１７年度から累計４，４３１件 

■木造住宅耐震改修助成制度  ： 平成１７年度から累計  ８１０件 

横 浜 市

――： 緊急交通路（14路線） ---:第１次緊急輸送道路（17路線）  合計（３１路線） 

東 京 都

この要望文の担当課／まちづくり局指導部建築管理課 TEL 044-200-3017 

住宅・建築物の耐震対策事業 

▽：東京都が耐震診断を義務化している道路に接続する路線

▲：横浜市が耐震診断を義務化している道路に接続する路線

□：重要な防災・物流拠点（物資集積場所３ヶ所、広域防災拠点）

：災害対策本部

○：区役所

住宅・建築物の耐震対策 実績 

これらの取組により、安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します。 
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地籍調査事業の推進について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 本市では、昭和５９年度に麻生区の黒川地区から地籍調査事業を開始しています。麻生区

内の調査が概ね完了し、現在は多摩区内の調査を実施していますが、進捗率は、平成２９年

度末時点で全市面積の９.６９％となっています。 

○ 地籍調査を実施した地区では境界が明確となり、大規模災害からの迅速な復旧・復興、ま

ちづくりの円滑な推進等、様々な効果が期待されていることから、本市においても、調査の

効率化を図り、事業を進捗していく必要があります。 

○ 地籍調査事業のさらなる推進のため、県地籍調査事業補助金の確保等、必要な財政措置が

不可欠となっています。  

○ 現在、国土交通省では、平成３２年度からの第７次国土調査事業十箇年計画の策定を進め

ており、進捗率向上を図るため、調査手法を見直し、必要となる法改正を予定しています。 

○ 県下市町村の進捗率が低迷していることから、進捗率を向上させるため、県・市が連携し

て新たな地籍調査手法の検討を行うなど、事業の改善に取り組んでいくことが必要です。

■ 要望額 

○ 平成３１年度事業費 ２２，２００千円（県費５，５５０千円） 

■ 効果等 

○ 土地境界の復元の簡素化、土地取引の円滑化、公共事業に係る事業計画・用地測量の迅速

化、固定資産税の課税適正化、災害からの復旧・復興の迅速化等 

平成３１年度地籍調査事業における一筆地調査実施地区、閲覧工程実施地区及び事前調査

実施地区について必要な財政措置を講ずるとともに、進捗率を向上させるため、県・市が連

携して事業の改善に取り組むこと。 
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地籍調査事業の進捗状況

地籍調査事業の予算推移

調査対象区域（全市）144.35 のうち

14.00 （麻生区11.63 ・多摩区2.37 ）

を調査

平成３２年度から第７次十箇年計画 （計画期間：H32～41）が実施

都市部における効率的手法・地域ごとの課題に即応する段階的地籍整備の検討

地籍調査事業のさらなる事業進捗のため、新たな地籍調査手法の検討や、

県地籍調査事業補助金の確保等、必要な財政措置が不可欠

調査区域 調査面積 工程
① 61計画区 多摩区長沢2丁目の一部 0.10k㎡ 一筆地調査
② 62計画区 多摩区南生田6丁目の一部 0.10k㎡ 閲覧
③ 71計画区 多摩区西生田2丁目、寺尾台１丁目の各一部 0.07k㎡ 閲覧
④ 72計画区 多摩区西生田2丁目、生田6丁目の各一部 0.02k㎡ 閲覧
⑤ 91計画区 多摩区西生田１丁目の一部 0.07k㎡ 事前調査
⑥ 92計画区 多摩区菅仙谷3丁目の一部 0.04k㎡ 事前調査
⑦ 93計画区 多摩区生田6丁目、寺尾台1丁目の各一部 0.09k㎡ 事前調査

計画区
平成3１年度地籍調査事業実施予定計画区

-5.0 k㎡

-4.0 k㎡

-3.0 k㎡

-2.0 k㎡

-1.0 k㎡

0.0 k㎡

1.0 k㎡

0 千円

1000 千円

2000 千円

3000 千円

4000 千円

5000 千円

6000 千円

7000 千円

8000 千円

9000 千円

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

要望額（県費） 交付決定額（県費）

多摩区

麻生区 凡例

平成31年度着手予定
完了済

この要望文の担当課／建設緑政局道路管理部管理課地籍担当 TEL 044-200-2852
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五反田川放水路整備事業について    

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 本市は、河川の治水対策を推進するため、緊急かつ重点的対策として時間雨量５０

㎜に対応できるよう、環境にも配慮しながら河川の改修に取り組んでいるところです。 

○ 近年、局地的な集中豪雨や観測史上の記録を上回る大雨、都市化の進展等により、

都市型水害が深刻になっております。特に洪水時、下流まで約２０分で流下する高低

差の著しい一級河川五反田川は、下流部及び二ヶ領本川との合流部で急激な水位上昇

が生じ、度重なる水害を繰り返してきました。 

○ 五反田川下流の二ヶ領本川は高度に都市化された地域を貫流し、河道拡幅や掘削に

よる河道改修が困難な状況となっております。このため、五反田川の洪水を直接多摩

川に放流する五反田川放水路整備事業を進めており、現在、暫定供用による整備効果

の早期発現を目指しております。 

■ 費用 

○ 総事業費 約３００億円（国費 約８５．９億円 県費 約８５．９億円） 

○ 平成３１年度計画事業費 約１７．３億円 

（国費 約４．４億円 県費 約４．４億円） 

■ 効果等 

○ 五反田川の洪水を直接多摩川に放流する放水路を整備することで、放水路下流域の

五反田川及び二ヶ領本川は、現況断面で将来計画である時間雨量９０㎜対応となりま

す。 

○ 面積約３４１ｈａ、約７，１００戸の浸水想定被害が解消されます。 

 本事業は大規模工事であり、事業が完成するまで長期間を要することから、計画

的な事業執行を図るために必要な財政措置を講ずること。 
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五反田川放水路整備事業の概要

○計 画 区 間  川崎市多摩区生田８丁目～川崎市多摩区登戸新町

○計 画 期 間  平成４年度～平成３５年度（平成３１年度から暫定供用）

○総 事 業 費  約３００億円

○事業の概要  延 長２，１５７ｍ

        （うち地下トンネル２，０２５ｍ、函体１５ｍ、樋門３７ｍ、堤外水路８０ｍ）

計画高水流量 １５０ ／秒

   ○今後の事業費の見込み

暫定供用 完成

当初 補正

国費 51.8 4.4 3.3 1.4 3.5 4.4 4.4 4.4 4.4 3.9 85.9
県費 51.8 4.4 3.3 1.4 3.5 4.4 4.4 4.4 4.4 3.9 85.9
市費 51.8 4.4 3.3 1.4 3.5 4.4 4.4 4.4 4.4 3.9 85.9
小計 155.4 13.2 9.9 4.2 10.5 13.2 13.2 13.2 13.2 11.7 257.7

20.7 0.5 2.7 4.1 3.3 2.6 2.8 3.0 41.7
合計 176.1 13.7 13.2 17.3 16.5 15.8 16.0 14.7 299.4

単独

事

業

費

補助

H28年度
H27年度

まで

H29年度
H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 合計

2.0

16.1

この要請文の担当課／建設緑政局道路河川整備部河川課 TEL  044－200－2906 

（施工済み） 

トンネル内径 ８．７ｍ 

工事箇所 

施工済箇所 

放流部立坑 

延長 ２，１５７ｍ

⑥

山下川

主要地方道 

五反田川放水路

小田急線

南
武
線

多
摩
川

向ヶ丘遊園駅登戸駅

 世田谷町田

トンネル部 ２，０２５ｍ

函体その他

１３２ｍ

Ｈ２１年～Ｈ２４年

（放流部立坑築造）完了

Ｈ２１年～Ｈ２６年

（トンネル部築造）完了

五反田川

Ｈ９年～Ｈ１２年

（分流部立坑築造）完了

Ｈ２６年～Ｈ２８年

（函体部築造）完了

（施工済み）

Ｈ２７年～Ｈ３０年

（樋門･堤外水路築造）

Ｈ２８年～Ｈ３２年

（分流部施設整備）

トンネル部 

Ｈ３０年～Ｈ３５年

（分流部設備整備他）

単位：億円 
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河川管理施設の老朽化等対策の推進について    

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 本市の維持管理する河川延長は約３８ｋｍありますが、そのうち、約６割が、改

修後概ね４０年を過ぎて施設の老朽化が顕著となっており、首都直下地震や東海地

震発生の切迫性の指摘などを踏まえ、河道の治水安全度を確保し、局地的集中豪雨

による洪水や地震による災害の防止に備える必要があります。 

○ 本市では、年間約２億円の予算で日常の維持管理を行っておりますが、老朽化し

た河川管理施設の修繕や更新を適切に行っていくためには、新たな財政措置が必要

です。 

○ 平成３０年度から、河川管理施設の長寿命化を図る事業について、公共施設等適

正管理推進事業債の対象となったところですが、老朽化の著しく進んだ護岸等の施

設では、治水安全度の確保や家屋の密集した都市河川の特性から、耐震性等の機能

向上を考慮した施設の更新が必要となっています。 

○ 本市での老朽化等の顕著な事例として、県管理の一級河川であり、本市が協定に

より施工を行っている平瀬川において、護岸の変状が確認されたことから、治水安

全性確保のため耐震性などの機能向上を図る改築工事を市単独事業として実施して

います。 

■ 効果等 

○ 計画的に維持補修・更新することで、施設の長寿命化及び機能向上を図り、治水

安全性をはじめ、河川機能の維持が可能となります。

 河川の治水安全度確保のため、施設の老朽化・耐震化対策等について、必要な制

度の創設や、現行制度の要件緩和について、県・市で連携して、国に対し働きかけ

ること。 
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〔一級河川平瀬川の護岸更新について〕

この要請文の担当課／建設緑政局道路河川整備部河川課 TEL 044－200－2906 

護岸の変状（ブロック隙間の拡大） パラペットのズレ（最大 10ｃｍ） 鋼管護岸へ更新中 

【市費にて対応】 

治水安全性確保のため 

施設更新を実施 

〔老朽化の状況〕

変状による護岸施設の目違い 

護岸背面部の空洞 

約６割（約 21km）が 

築 40 年以上

〔河川整備経過年数〕
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消防ヘリコプターに係る財政措置について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 本市が所有する消防ヘリコプターは、神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機

特別応援実施要領により、県内市町村の要請に応じ、横浜地区、県央地区及び湘南地

区の一部（１１市町村）を応援担当区域として、主に山岳部における救助事案に対し

て応援活動をしています。 

〇 本市は消防ヘリコプターによる安定的な災害対応を図るため２機を保有しており、

１機は平成２７年度に運航能力の高い、大型化した機体に更新しました。 

これにより、航続距離の延長、輸送力、救助能力及び情報収集能力の向上が図られ、

市域外での応援活動についても一層の活躍が期待されるところです。 

○ 一方で、安全運航等を確保するために大型化した１機も含め、２機の機体の点検整

備を確実に実施し、消防ヘリコプターにおける消防・救助・救急活動の３６５日２４

時間の運航体制を確保するため、適切に整備や維持管理をする必要があります。 

〇 これらの整備・維持管理には多額の費用が必要でありますが、消防ヘリコプターの

維持管理等に関しては国庫補助等もないため、本市の大きな負担となっております。 

○ 平成２８年度から、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金が交付されること

になりましたが、上限が３千万円にとどまっているため、依然として本市の財政に大

きな負担となっています。 

■ 要望額 

○ 約６, ７００万円（本市航空隊運営費約３億円のうち県内応援分） 

※平成２９年度実績額及び平成３０年度・３１年度計画額の平均額 

※神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金を含む要望金額 

■ 効果等 

○ ３６５日運航体制を確保し、広域応援体制を安定的に維持することにより、市内及

び市域外の住民の安全安心の向上を図ることができます。 

本市消防ヘリコプターは、県内の広域応援活動に従事しており、県下市町村への持

続的な応援体制を確保するため、航空隊の運営に係る経費に対して応分の負担をする

こと。 
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◆ 要望額の積算の考え方 

航空隊運営費について、年間飛行時間実績における応援飛行時間実績及び県内広域応援

訓練等飛行時間実績の割合で按分したもの。

◆ 平成 29 年度県内活動実績 

＜広域応援出場＞ 

災害種別 出場隊 活動年月日 場   所

1 救助 そよかぜ１ 5 月 4 日 清川村煤ヶ谷三峰山

2 救助 そよかぜ 2 6 月 17 日 伊勢原市大山

3 救助 そよかぜ 2 10 月 8 日 愛川町半原仏果山

4 救助 そよかぜ 2 10 月 9 日 伊勢原市大山

5 救助 そよかぜ 2 10 月 23 日 相模原市緑区相模湖

6 救助 そよかぜ１ 11 月 17 日 伊勢原市大山

7 救助 そよかぜ 2 12 月 5 日 伊勢原市大山

8 救助 そよかぜ１ 12 月 12 日 厚木市七沢鐘ヶ岳

9 救助 そよかぜ 2 12 月 14 日 伊勢原市大山

10 救助 そよかぜ 2 3 月 14 日 伊勢原市大山

＜広域応援訓練等＞

・訓練実績   51 回（県下広域応援訓練及び航空救助訓練）

          ※ 調査飛行は除く

・実施場所   相模原市、厚木市、秦野市、大和市、座間市、愛川町

藤沢市、海老名市等

この要望文の担当課／消防局総務部庶務課 TEL 044－223－2512 

消防局警防部航空隊 TEL 03－3522－0119 

航空隊運営費（３億円） 

定期整備  オーバーホール  資格取得

技能向上訓練  燃料費   等

 応援飛行時間実績+県内広域応援訓練等飛行時間実績

年間飛行時間実績
×航空隊運営費

要 望 額 

・要 望 額 ＝

※現状は、神奈川県市町村地域 

防災力強化事業費補助金に 

よる３，０００万円の交付に 

とどまっている。

（６,７００万円） 
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      特別支援学校志望者の受入れ枠の拡充 

      及び施設等の老朽化対策について 

■ 要望事項 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 県においては、障害のあるなしにかかわらず、できるだけ同じ場で共に学び共に育

つインクルーシブ教育を推進しています。本市においては、県下市町村でいち早く全

ての公立小中学校に特別支援学級を設置し、児童生徒が適切な学びの場で学ぶことが

できるよう、非常勤講師の配置等の措置を含めて受け入れる体制を構築するとともに、

児童支援コーディネーターを専任化し、通常の学級の中での支援体制強化にも取り組

んできたところです。 

○ しかしながら、近年、知的障害のある児童生徒の増加等により、川崎市域の特別支

援学校は過大規模化が進行しています。特に、人口が増加している幸区、中原区域に

おいて顕著であり、また市立小中学校特別支援学級在籍児童生徒の増加により、特別

支援学校高等部の志望者が増加しています。 

○ 本市としては、市立中央支援学校高等部分教室新設（平成２３年度）や市立田島支

援学校再編整備（平成２６年度）、市立中央支援学校高等部分教室の改修（平成２８年

度）、さくら小学校の重複障害児の学級を田島支援学校の小学部分教室への改編（平成

３０年度）等により、良好な教育環境を確保するとともに、特別支援学校志望者の受

入れ枠の拡充に努めてきました。 

○ 県においても、県立高校内に高等部分教室を設置するなどの対応をしてきましたが、

文部科学省通知「特別支援学校における教室不足の解消について」によると、平成 

２８年１０月 1 日現在の公立特別支援学校における教室不足数は神奈川県が全国で最

も多く、余裕教室の活用等による受入れ枠の拡充は困難な状況と言えます。 

○ 今後も想定される児童生徒の増加に対応するため、特別支援学校の設置義務者であ

る県（学校教育法第８０条）による、川崎市域における高等部のある特別支援学校の

新設や既存校の増改築等による受入れ枠拡充が必要です。平成３２年４月開校予定の

横浜北部方面特別支援学校（仮称）の設置により、本市北部では一定の改善が見込ま

れますが、課題の全面的解消が見込まれる程とは思えません。 

○ また、県立中原養護学校の校舎は築４０年以上が経過し、老朽化が進んでいます。

耐震改修に着手し、平成３５年度までに完了予定とのことですが、本市としては在籍

する市民の安全で快適な教育環境を確保するために早急な対応を要望します。また、

この対応と併せ、増改築等による受入れ枠拡充を強く要望します。 

１ 特別支援学校の過大規模化が進行する川崎市域において、特別支援学校の新設

や既存校の増改築による特別支援学校志望者の受入れ枠を拡充すること。 

２ 施設等には老朽化の著しいものもあることから、早期に対策を取ること。 
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学費補助金及び緊急支援補助金の拡充について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 現在、国の高等学校等就学支援金を補完する制度として、神奈川県は、私立高等

学校・中等教育学校後期課程・専修学校高等課程（以下、「私立高等学校等」という。）

の入学金・授業料の軽減を図る学費補助金による補助を行っています。この制度は、

神奈川県内の私立高等学校等への在学者を対象として、年収約 590 万円未満までの

世帯に対して、国と県の補助を合わせて年額 43 万 2 千円を上限とした補助金を支給

するものです。 

本市から、神奈川県外の私立高等学校等に進学する生徒の割合は、右ページ「１ 公

立中学校卒業者の進路状況」のとおり、神奈川県全体の県外私学進学者に比べて高く

推移している状況ですが、神奈川県外の私立高等学校等への進学者はこの制度の対象

ではないため、在学中は高等学校等就学支援金のみが支給されています。 

○ また、主たる生計維持者である保護者に家計急変事由が生じた場合に、授業料の補

助を行う緊急支援補助金についても、学費補助金と同様に、神奈川県外の私立高等学

校等への在学者は対象ではありません。 

○ このため、神奈川県外の私立高等学校等の在学者については、神奈川県内の私立高

等学校等の在学者に比べ、保護者の経済的負担が大きい状況となっています。 

■ 効果等 

○ 神奈川県内の私立高等学校等の在学者との学費支援の格差をなくすことで、神奈川

県外の私立高等学校等に在学する生徒の保護者に対して、充実した修学支援を行うこ

とができるようになります。 

また、所得区分を拡充することにより、私立高等学校等に在学する生徒の保護者の

教育費負担がこれまで以上に軽減されます。 

１ 神奈川県内の私立高等学校・中等教育学校後期課程・専修学校高等課程の入学金・

授業料の軽減を図る学費補助金及び授業料の軽減を図る緊急支援補助金の対象者

を、県外校の在学者まで拡大すること。 

２ また、同補助金につき、保護者に対する助成の一層の充実を図るとともに、国へ

も働きかけを行うこと。 
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１ 公立中学校卒業者の進路状況 

(1) 神奈川県内 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

県外私学

（全日制高等学校）

5,380 人

（7.7％）

5,210 人

（7.4％）

5,051 人

（7.2％）

(2) 川崎市内 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

県外私学

（全日制高等学校）

2,200 人

（23.5％）

2,203 人

（22.5％）

2,061 人

（21.1％）

２ 国、県の制度について 

(1) 高等学校等就学支援金（国の制度） 

高等学校等に在学する生徒が、家庭の状況にかかわらず安心して勉学

に打ち込めるよう、生徒の授業料に充てる費用を支給し、家庭の教育費

負担を軽減する制度です。 

(2) 私立高等学校等生徒学費補助金（県の制度） 

県内の私立高等学校等に在学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減

するため、入学金・授業料を補助する制度です。 

生徒・保護者ともに神奈川県内在住、かつ神奈川県内設置の学校に在

学する生徒が対象です。 

所得区分（年収の目安）

(1)高等学校等 

就学支援金 

(2) 学費 

補助金 
授業料

補助計

(1)+(2) 

(2) 学費 

補助金

授業料補助 授業料補助
入学金補助

（初年度）

区分 1（生活保護世帯）
297,000 円 135,000 円

432,000 円
100,000 円

区分 2（約 250 万円未満）

区分 3（約 350 万円未満） 237,600 円 194,400 円

区分 4（約 590 万円未満） 178,200 円 253,800 円

区分 5（約 750 万円未満）
118,800 円

74,400 円 193,200 円

区分 6（約 910 万円未満） 対象外 118,800 円 対象外

(3) 私立学校生徒学費緊急支援補助金（県の制度）

主たる生計維持者である保護者に、解雇・会社都合退職・倒産・長期

療養・障害認定等の家計急変事由が生じた場合に、授業料を補助する制

度です。

生徒・保護者ともに神奈川県内在住、かつ神奈川県内設置の学校に在

学する生徒が対象です。 

この要望文の担当課／こども未来局総務部企画課   TEL 044-200-2234 

教育委員会事務局総務部学事課 TEL 044-200-3267 
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キングスカイフロント等の拠点形成を推進する 

羽田連絡道路と臨海部地域の交通ネットワーク基盤

の強化を図る国道３５７号の整備について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 本市の臨海部地域は、京浜工業地帯の中核として日本経済の発展に大きく貢献して

きましたが、首都圏における地理的優位性や高度な研究開発機能の集積などを強みと

して、既存産業の高度化・高付加価値化や先端産業の集積・創出、物流機能の高度化

などにより活力ある地域が形成され、持続的な発展を続けています。本市としても川

崎臨海部の発展を持続的なものにするために目指す将来像として「臨海部ビジョン」

を平成３０年３月に策定し、今後取り組むべき方向性を基本戦略として取りまとめ、

その中でも発展を支える戦略として、「交通機能の強化」を位置付けております。 

○ また、羽田空港の２４時間国際拠点空港化や東アジアのハブポートを目指す京浜港

の連携強化が進む中で、首都圏の国際競争力の強化を図るためには、空港、港湾の連

携軸として、広域的な幹線道路ネットワークの整備が求められております。 

○ さらに、殿町国際戦略拠点キングスカイフロントでは、国際戦略総合特区及び国家

戦略特区の指定を受け、産業の国際競争力強化と国際的な経済活動の拠点形成を進め

る中核を担うエリアとして、研究機関、企業等の集積が進み、県においてもライフイ

ノベーションセンターが整備されております。 

○ このような中、多摩川両岸のキングスカイフロントと羽田空港跡地地区の連携を強

化し、羽田空港を中心とした一体的な拠点形成を加速させるとともに、周辺のまちづ

くりと一体となった戦略的な都市・交通インフラの一つとして、羽田連絡道路と国道

３５７号多摩川トンネルの整備について、関係者間で合意が図られました。 

○ 羽田連絡道路は、本市殿町地区と羽田空港跡地との連携を強化し、羽田空港を核と

した一体的な成長戦略拠点の形成を支えるインフラとして、２０２０年の完成を目指

して鋭意、工事を進めており、着実な整備の推進に向けて、引き続き、財政措置が必

要です。 

１ 羽田連絡道路については、２０２０年までの完成に向け、「羽田連絡道路整備特別

補助金」に基づき、引き続き必要な財政措置を講ずること。 

２ 多摩川トンネルをはじめとする国道３５７号の整備には膨大な事業費が見込まれ

ることから、県域における広域的なネットワークとしての意義を踏まえ、財政面に

おける支援などを行うこと。 
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○ 国道３５７号は、東京湾に隣接する各都市を連絡し、首都圏の経済活動を支え、神

奈川県の持続的な発展に大きく貢献する重要な幹線道路であり、多摩川トンネルにつ

いては、現在、トンネル工事に向けたトンネル及び道路の設計や関係機関との協議な

どが実施されています。

○ 本路線は、首都圏の広域交通ネットワークを形成し、神奈川県下に効果が広く及ぶ

ことから整備を進めていく必要がありますが、整備には莫大な事業費も見込まれる中、

整備促進に向けても羽田連絡道路同様に財政面における支援などが必要です。

この要請文の担当課／建設緑政局広域道路整備室       TEL 044－200－2039 

臨海部国際戦略本部拠点整備推進部   TEL 044－200－2547 

連絡道路橋梁イメージ図（羽田空港側から多摩川上流を望む） 

凡  例 

市内の拠点地区      

隣接都市の拠点 

基幹的広域防災拠点 

自動車専用道路（事業中及び検討中） 

一般国道（事業中及び検討中） 

その他幹線道路（事業中及び検討中） 

鉄道（計画） 

至 東京港TN 

（国道357号） 

横浜環状北線 

（港北～生麦） 

川崎縦貫道路Ⅱ期

川崎臨海部地域整備概要図

※第３回「羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会」の資料から抜粋 
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広域鉄道ネットワークの機能強化について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 首都圏における交通の円滑な処理や都市機能の一層の向上、自動車交通へ

の過度の依存から鉄道等への転換促進のため、質の高い広域公共交通ネット

ワークや駅施設の機能強化が必要であり、計画的な取組を図る必要がありま

す。 

◯ 国際戦略総合特区及び国家戦略特区の重要なエリアである臨海部は、既存

産業に加え、高度な研究開発機能の集積などが着実に進んでおり、我が国の

成長戦略の一翼を担う重要な地域であることから、川崎臨海部の目指す将来

像として、平成３０年３月に「臨海部ビジョン」を策定し、その実現に向け

た具体的な取組として鉄道などの基幹的な交通軸の整備等を含む「交通機能

の強化」を基本戦略に位置付け、取組を推進しております。 

○ 武蔵小杉をはじめとした本市内陸部は、将来に渡り夜間人口の増加が見込

まれており、ＪＲ南武線を始めとして、現在でも激しく混雑している各鉄道

路線・駅の状況が一層悪化する事が想定されていることなどから、本市では、

総合都市交通計画の中で、早期にＪＲ南武線の輸送サービスの改善・長編成

化等の既存路線における機能強化に取り組むとともに、計画的な施策・事業

展開を図ることとしています。 

○ 別図に示す各路線は、首都圏における広域鉄道ネットワークの機能強化を

通じ、広域的な都市間連携や、拠点機能及び拠点間連携の強化に資するもの

であり、整備のためには関係者間で連携して取組を進める必要があります。

横浜市営地下鉄３号線延伸については、早期の事業化を目指し、横浜市と連

携しながら検討を進めています。 

■ 効果等 

○ 広域鉄道ネットワークの機能強化により、既存路線の混雑緩和が図られる

とともに、羽田空港やリニア中央新幹線駅等の高速幹線交通機関へのアクセ

スが強化され、首都圏における都市間連携の強化等による都市機能の向上が

図られることから、首都圏の国際競争力強化に資するものです。 

 広域鉄道ネットワークの機能強化に向けて、事業の進展に合わせた必要な

財政措置や支援策の充実を図ること。 
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鉄道ネットワーク機能強化の取組  

本市の交通政策の目標

①首都圏機能の強化及び活力 
ある本市都市構造の形成に
向けた交通環境の整備

②誰もが安全、安心、快適に利
用できる交通環境の整備

③災害に強い交通環境の整備

④地域特性に応じたきめ細や
かなまちづくりを支える交
通環境の整備

⑤地球にやさしい交通環境の
整備

川崎市総合都市交通計画 

鉄道交通施策の方向性
①・広域的な都市間の連携強化
 ・本市拠点機能及び拠点間連携の強
化
・羽田空港へのアクセス強化
・新幹線、リニア中央新幹線駅への
アクセス強化
・臨海部の交通環境整備
②・公共交通へのアクセス向上
・快適性の向上（混雑緩和・定時性
確保）

・安全、安心な移動環境の確保
・ユニバーサルデザインのまちづく
りの推進
・地域（交通）分断の解消（交流の推
進）

③・耐震性の向上
・多重性（リダンダンシー）の向上
④・車両等の低炭素化、省エネルギー
化の推進
・公共交通の利用促進

広域鉄道ネットワーク

の機能強化

〔 広域鉄道ネットワークの機能強化 〕

この要請文の担当課 /  まちづくり局交通政策室 TEL 044-200-3549 
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拠点地区等の整備について 

■ 要望事項 

■ 要望の背景 

○ 本市は、「広域調和・地域連携型」都市構造の構築をめざし、市外の隣接都市拠点

との適切な機能分担や地理的条件、交通機能等を踏まえ、民間活力を活かした個性

と魅力にあふれた広域拠点の形成や、市内主要ターミナル駅を中心に商業・業務機

能の充実を図り、活力とうるおいのある地域生活拠点の形成を推進しています。 

○ これらのまちづくりを実現するためには、市街地再開発事業や優良建築物等整備

事業を活用し、土地利用の共同化や高度化によって地域に必要な都市基盤の整備や

都市機能の集積を図るとともに、施設等の更新機会を的確に捉え、耐震化や防災機

能の確保など、地区の防災力を向上させることが重要です。 

○ こうした取組を推進することにより、新たに実施する地区についても、活力ある

まちづくり及び県民生活の安全安心や質の向上に資するとともに、県の税収増加に

も寄与することから、補助対象とするなどの財政措置を要望します。 

■ 要望額                       (単位：億円)

事業名及び地区名 
平成 31年度 

計画事業費 
県負担額 

着手 

年度 

完了 

年度 

合計 約 22.1 約 8.6 - - 

市街地再開発事業関連  約 21.9 約 8.5 - - 

 小杉町３丁目東地区 約 21.9 約 8.5 Ｈ25 Ｈ32 

優良建築物等整備事業関連  約 0.2 約 0.1 - - 

 戸手４丁目北地区 0 0 Ｈ26 Ｈ38 

  川崎駅北口地区第２街区 10 番館ビル 約 0.2 約 0.1 Ｈ30 Ｈ33 

  京急川崎駅西街区 0 0 Ｈ29 Ｈ38 

■ 効果等 

○ 道路や公開空地、防災機能の整備など県民生活の利便性及び安全性向上が図られ

るとともに、環境に配慮した既成市街地の整備・改善を進めることにより、良好な

都市環境の形成が図られます。また、県の税収の増加も見込まれます。

市街地再開発事業、優良建築物等整備事業について、事業の進捗に応じた財政措置を

継続するとともに、新たに実施する地区についても財政措置を講ずること。 
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■ 今後の費用の見込み （単位：億円）

事業名称 
H32 計画 H33 計画 

計画事業費 県負担額 計画事業費 県負担額 

合計 約 5.8 約 2.4 約 9.4 約 4.8

市街地再開発事業関連 約 4.6 約 1.8 約 8.3 約 4.2

 小杉町３丁目東地区 約 3.5 約 1.3 0 0

 鷺沼駅前地区 約 0.4 約 0.2 約 2.6 約 1.3

 柿生駅前南地区 約 0.7 約 0.3 約 5.7 約 2.9

優良建築物等整備事業関連 約 1.2 約 0.6 約 1.1 約 0.6

 戸手４丁目北地区 0 0 0 0

  川崎駅北口地区第２街区 10番館ビル 約 0.2 約 0.1 約 0.2 約 0.1

  京急川崎駅西街区 約 1.0 約 0.5 約 0.9 約 0.5

優良建築物等整備事業
【戸手 4丁目北地区】

【川崎駅北口地区第 2 街区 10 番館ビル】 

【京急川崎駅西街区】

市街地再開発事業  
【武蔵小杉駅周辺】 

【鷺沼駅前地区】 

【柿生駅前南地区】

小杉町 3 丁目

東地区

この要望文の担当課／まちづくり局市街地整備部地域整備推進課  TEL 044-200-3009 

まちづくり局拠点整備推進室          TEL 044-200-2752･3038 

柿生駅 

鷺沼駅 

戸手４丁目北地区

武蔵小杉駅 

武蔵溝ノ口
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